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【手続補正書】
【提出日】令和3年9月17日(2021.9.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療用ドレッシング材であって、
　第１主面と、前記第１主面の反対側の第２主面とを含むバッキング層であって、前記バ
ッキング層がバッキング外辺部を含む、バッキング層と、
　前記バッキング層の前記第２主面上の接着剤と、
　前記接着剤に取り外し可能に取り付けられた剥離層と、
　前記バッキング層に固定された支持材であって、前記支持材が、前記バッキング層より
も低弾性であり、前記支持材が、前記バッキング外辺部から内部方向に間隔があいている
支持外辺部を備え、これにより、前記バッキング層が、前記支持外辺部と前記バッキング
外辺部との間に辺縁を形成する、支持材と、
　前記バッキング層の前記第１及び第２主面を通して形成されたチューブスロットであっ
て、前記チューブスロットが、前記バッキング層の前記バッキング外辺部を分断する受容
端から前記バッキング層内に位置する終端まで延び、前記チューブスロットが、前記チュ
ーブスロットの前記受容端から前記終端まで延びる一対の対向する縁部を備え、前記チュ
ーブスロットの前記一対の対向する縁部が前記支持材の前記支持外辺部を分断し、更に、
前記一対の対向する縁部の各対向する縁部の少なくとも一部分が前記支持材のチューブス
ロット縁部と一致する、チューブスロットと、
　を含む、医療用ドレッシング材。
【請求項２】
　前記支持材が、前記チューブスロットの前記対向する縁部の全てと一致する、請求項１
に記載の医療用ドレッシング材。
【請求項３】
　前記チューブスロットが第１のチューブスロットを備え、更に、前記医療用ドレッシン
グ材が第２のチューブスロットを備え、前記第２のチューブスロットが、前記バッキング
層の前記第１及び第２主面を通して形成されており、前記第２のチューブスロットが、前
記バッキング層の前記バッキング外辺部を分断する受容端から前記バッキング層内に配置
された終端まで延び、前記第２のチューブスロットが、前記第２のチューブスロットの前
記受容端から前記終端まで延びる一対の対向する縁部を備える、請求項１又は２に記載の
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医療用ドレッシング材。
【請求項４】
　前記チューブスロットは、前記チューブスロット長さに対して横断して測定された最大
チューブスロット幅が、前記チューブスロット長さの５％以上である、請求項３に記載の
医療用ドレッシング材。
【請求項５】
　前記バッキング層が透明であり、
　液体に対して概ね不透過性であり、３７℃／１００～１０％ＲＨにおいて少なくとも３
００ｇ／ｍ２／２４時間の速度で水蒸気を透過できる、請求項１～４のいずれか一項に記
載の医療用ドレッシング材。
【請求項６】
　前記受容端と前記終端との間の距離が長さＡであり、前記バッキング外辺部の第１部分
は長さＢを有し、前記長さＢは前記長さＡの２倍以下である、請求項５に記載の医療用ド
レッシング材。
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